
平成 28年 12 月 16 日 

各 位

会 社 名  木 村 化 工 機 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 小林 康眞

（コード番号 6378 東証 第１部）

問合せ先 常務取締役管理部門長 谷本 周平
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第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 

当社は、平成 28 年 11 月 30 日付け「第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」でお

知らせしました、三井住友信託銀行株式会社（信託Ｅ口）（再信託受託者：日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式会社（信託口））を処分先とする第三者割当による自己株式の処分に関し、

本日払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

自己株式処分要領 

(１) 処分株式の種類および数 当社普通株式 700,000 株 

(２) 処 分 価 額 １株につき 334 円  

(３) 処 分 価 額 の 総 額 233,800,000 円 

(４) 処 分 方 法 第三者割当による処分 

(５) 処 分 先
三井住友信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 

（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））

(６) 処 分 期 日 平成 28 年 12 月 16 日 

以 上 


